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介護保険施設入所（短期入所）の

食費・居住費（滞在費）減額申請について
　次の方は、申請をすると、介護保険施設に入所（短期入所）したときの負担が軽くなります。すでに負担の

軽減を受けている方も7月で有効期限が切れますので、8月31日（金）までに申請してください。

▶申請に必要なもの＝本人および配偶者の預貯金等の額を確認できる書類等の写し（通帳等）、マイナンバー

がわかるもの（通知カードもしくはマイナンバーカード）

・平成30年1月1日現在、上三川町に住所が無かった方は、平成29年中の所得等を証明する書類（公的年金

収入額・合計所得金額・市町村民税課税額が確認できる書類）が必要です。

▶問い合わせ先＝保険課　高齢者支援係　☎ 56 9102

負担限度額認定要件

利用者負担段階 対象者

第1段階

・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市町村民税

を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方。

・生活保護等を受給している方。

かつ、預貯金等が単身

で1,000万円（夫婦で

2,000万円）以下
第2段階

・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市町村民税

を課税されていない方で合計所得金額と課税年金収入額と非

課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。

第3段階
・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市町村民税

を課税されていない方で上記第2段階以外の方。
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▶問い合わせ先＝住民生活課　生活環境係　☎ 56 9131

「びん・缶類・ペットボトル」の出し方
　今回はびん・缶類・ペットボトルの出し方をお知らせします。

《びん・缶類・ペットボトルとして出せるもの》

・びん・缶類は飲食用のものが対象です（例・・・ジュースの空き缶、缶詰の容器など）

・ペットボトルはマークのついているものが対象です

《出し方のポイント》

・びん・缶類は中身を軽く水洗いし、ポリカゴに入れて出してください。

・使用するポリカゴについては種類や寸法の決まりはありません。

・一升瓶・ビール瓶については紙・布・紙パック（資源物）の日に、袋などに入れないでそのま

ま出してください。

・ペットボトルについてはキャップ・ラベルを外し、中を軽く水洗いして、透明または半透明

のごみ袋に入れて出してください。

・外したキャップ・ラベルはプラとして出してください。

《まちがえやすいもの》

・金属製のキャップ

・飲食用以外のものの容器として使われたびん・缶類

・一斗缶など20㎝を超える大きな缶類

　これらは不燃ごみとして出してください。

・スプレー缶

スプレー缶は中身を使いきり、風通しの良い屋外で穴を空けて危険ごみとして出してくだ

さい。

不燃ごみ・びん・缶類排出用のポリカゴを役場住民生活課にて１個500円で販売しており

ますので、こちらもご活用ください。


